
５ 宅地開発 
 
都市及びその周辺部における無秩序な宅地等の開発を防ぎ，良好な都市環境の形成を図るため，開発

許可制度及び「宅地造成等規制法」（昭和３６年法律第１９１号）の許可制度の適正な運用を行う。 

 

(1) 開発許可制度の概要 

 都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに区分し，それぞれの区域で一定規模以上の宅地開

発，一定目的以外の開発行為等を行う場合，あらかじめ知事の許可を受けることが必要となっている。 

 また，この制度は，昭和 49 年の「都市計画法」（昭和 43 年法律第１００号）の一部改正により，一

定規模以上の開発行為については，区域区分が決定されていないいわゆる非線引都市計画区域におい

ても適用されることとなり，平成 12 年の一部改正により，都市計画区域外の区域における一定規模以

上の開発行為についても適用されることとなった。 

 政令指定都市である広島市，中核市である福山市，特例市である呉市（平成 12 年度に移行。）及び

権限移譲のあった三次市（平成 17 年度より），東広島市（平成 18 年度より），三原市・尾道市・廿日

市市・竹原市※（平成 20 年度より）においては，それぞれの市の区域における開発許可事務は，それ

ぞれの市において処理している。 

 なお，開発行為の許可状況は，次表のとおりである。 

 

※竹原市は１ヘクタール未満の事務のみが移譲の対象 
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① 開発行為の許可状況                                                        （H23．3．31 現在） 
年 度

区

分 許

可

件

数

許
可
面
積

許

可

件

数

許
可
面
積

許

可

件

数

許
可
面
積

許

可

件

数

許
可
面
積

許

可

件

数

許
可
面
積

許

可

件

数

許
可
面
積

許

可

件

数

許
可
面
積

許

可

件

数

許
可
面
積

許

可

件

数

許
可
面
積

許

可

件

数

許
可
面
積

許

可

件

数

許
可
面
積

許

可

件

数

許
可
面
積

許

可

件

数

許
可
面
積

許

可

件

数

許
可
面
積

許

可

件

数

許
可
面
積

許

可

件

数

許
可
面
積

許

可

件

数

許
可
面
積

許

可

件

数

許
可
面
積

許

可

件

数

許
可
面
積

許

可

件

数

許
可
面
積

市町名 ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

（県） 1 0.5

（市）

  4 0.8 1 0.2 1 0.8 1 16.9

13 4.5 1 7 2.5 1 3.7

1 0.9

1 0.2 2 0.7 1 0.1 1 0.2 2 0.3

1 0.2 1 0.1

4 1.0 1 0.3 1 0.3 1 2 0.8 2 0.2 2 0.5 3 1.1

2 0.5

    

1 4.6

19 5.9 2 0.3 1 0.5 12 3.6 1 1 3.7 7 2.2 3 0.3 1 0.9 1 4.6 2 0.3 5 1.6 4 18.0

5 1.4 2 0.2 1 0.4 3 1.1 2 0.1

3 1.5 7 0.5 1 0.4 2 0.5 10 1.3

1 2.4 2 1.4

2 0.6 6 1.2 1 1 0.3 1 0.4 2 0.3

1 6.4

10 3.5 9 0.7 2 0.8 11 2.8 13 1.4 2 2.7 1 6.4 2 1.4 1 0.4 2 0.3

    3 2.1 1 1.0

3 2.1 1 1.0

29 9.4 11 1.0 3 1.3 23 6.4 14 1.4 3 6.4 1 6.4 7 2.2 3 0.3 6 4.4 1 4.6 3 0.7 7 1.9 4 18.0 1 1.0

（注）・開発変更許可分は計上しない。
・市街化区域と市街化調整区域にまたがる開発 → 市街化調整区域の開発に計上した。
・竹原市については，（県）は県許可分，（市）は市許可分。
・三原市・尾道市・廿日市市許可分については，平成20年度から権限移譲により計上しない。

東
部
建
設

21

市街化
区　域

市 街 化
調整区域

非線引
区　域

都市計画
区 域 外

管
轄
事
務
所
（

支
局
）

江田島市

19 20

市街化
区　域

非線引
区　域

22

都市計画
区 域 外

市 街 化
調整区域

18

廿日市市

安芸高田市

竹 原 市

市街化
区　域

市 街 化
調整区域

非線引
区　域

都市計画
区 域 外

西
部
建
設

安芸太田町

海 田 町

府 中 町

熊 野 町

小   計

世 羅 町

小   計

尾 道 市

神石高原町

庄 原 市

合    計

協　　議

大 竹 市

坂    町

三 原 市

府 中 市

北

部

建

設

小   計

北広島町

市街化
区　域

市 街 化
調整区域

非線引
区　域

都市計画
区 域 外

市街化
区　域

市 街 化
調整区域

非線引
区　域

都市計画
区 域 外
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② 都市計画法第４３条の規定による建築許可状況 

（Ｈ23.3.31） 

　　年度

区

分

許
可
面
積

許
可
面
積

許
可
面
積

許
可
面
積

許
可
面
積

市町名 （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡）

1 218

廿日市市 2 892 3 1,124

3 942

1 123

8 39,025 13 5,055 9 5,565 5 2,140 5 8,374

1 315 1 220

10 39,917 18 6,617 13 6,727 5 2,140 6 8,592

13 4,263 11 9,499

22 11,929 20 6,905

2 893 1 337 4 3,015 3 3,268

37 17,085 32 16,741 4 3,015 3 3,268

47 57,002 50 23,358 17 9,742 5 2,140 9 11,860

許

可

件

数

許

可

件

数

許

可

件

数

坂　　町

熊　野　町

府　中　市

三　原　市

22201918

大　竹　市

尾　道　市

許

可

件

数

許

可

件

数

東
部
建
設

協　　議

21
事
務
所
管
轄

合　　計

小　　計

府　中　町

海　田　町

西
部
建
設

小　　計

（注）・三原市・尾道市・廿日市市許可分については，権限委譲により平成 20年度からは計上しない。 
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（2）宅地造成等規制法の許可制度の概要 

宅地造成工事規制区域は，宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうと

する土地の区域について指定されるもので，この区域内において行う宅地造成（一定の切土，盛土又は

面積以上のものに限る。）については，災害防止のためあらかじめ許可を受けることが必要となっている。

この宅地造成工事規制区域の面積は，広島県の総面積の２７.８％にあたり，その区域の指定状況は次表

のとおりである。 

なお，政令指定都市である広島市，中核市である福山市及び特例市である呉市（平成 12 年度に移行。）

及び権限移譲のあった三次市（平成 17 年度より），東広島市（平成 18 年度より），三原市・尾道市・廿

日市市・竹原市※（平成 20 年度より）においては，それぞれの市の区域における宅地造成に関する工事

等の規制事務はそれぞれの市において処理している。 

   ※竹原市は１ヘクタール未満の事務のみが移譲の対象 

 

   

 

 

 

（Ａ） 2,355.74 k㎡ （Ａ）

（Ｂ） 8,479.58 k㎡ （Ｂ）

①宅 地 造 成 等 規 制 区 域 一 覧 （ 平 成 23 年 3 月31 日 現 在 ）

（ａ）
（ｂ）

広 島 市 905.41 65.3

福 山 市 518.11 60.0

呉 市 353.84 62.4
三 原 市 471.13 53.0
尾 道 市 284.85 50.6
三 次 市 778.19 8.7

東 広 島 市 635.32 61.8

廿 日 市 市 489.36 22.3

竹 原 市 118.30 90.2

大 竹 市 78.57 17.9

江 田 島 市 100.97 49.9

府 中 町 10.45 74.7

海 田 町 13.81 72.3
熊 野 町 33.62 91.9
坂 町 15.67 83.8
小 計 371.39 62.7
府 中 市 195.71 18.9

小 計 195.71 18.9

5,003.31 47.1

広 　島　 市 

呉　  　 　　市

廿　日　市　市

宅地造成工事規制区域面積

管轄事務所（支所）

広 島 県 総 面 積

市　町　名

合　　　　　　　　計 2,355.74

310.89

37.07

福　　山　　市

西 部 建 設

220.82

50.43

14.10

109.23

37.07

249.68

144.01

9.99

13.13

233.00

30.88

7.81

106.66

392.40

×100＝ 27.8％

67.38

規 制 法 適 用 区 域 面 積

（ａ）       k㎡

591.26

(％ )
（ｂ）　　　k㎡

市　町　面　積

東 部 建 設

尾　　道　　市

三　　原　　市

三　　次　　市

東  広  島  市
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② 宅地造成に関する工事の許可及び協議状況             
                                             （Ｈ23.3.31 現在） 

年度

区

分

許
可
面
積

許
可
面
積

許
可
面
積

許
可
面
積

許
可
面
積

市町名 （ha） （ha） （ha） （ha） （ha）

（県） 4 0.5 2 0.1

（市） 1 0.0 1 0.1 1 0.1

2 0.5 1 0.8

6 1.6

3 0.2

2 0.3 3 0.2 2 0.1 2 0.1

1 0.1 2 0.2 1 0.6

2 0.2 1 0.1

1 0.4

16 3.1 7 0.9 8 1.2 4 0.8 3 0.2

8 1.5 5 0.3

15 1.2 12 2.8

1 1 0.1 2 0.1 1 0.1

24 2.7 18 3.2 2 0.1 1 0.1

40 5.8 25 4.1 8 1.2 6 0.9 4 0.3

（注）・竹原市については，（県）は県許可分，（市）は市許可分。
・既申請に係る再申請分は計上しない。
・三原市・尾道市・廿日市市については，権限移譲されたため平成２０年度からは計上しない。

小　　計

東
部
建
設

管
轄
事
務
所

江田島市

廿 日 市 市

竹　原　市

大　竹　市

西
部
建
設

協　　　　議

府　中　町

海　田　町

坂　　町

熊　野　町

合　　　　計

府　中　市

三　原　市

尾　道　市

小　　計

許
可
件
数

18 2221

許
可
件
数

19 20

許
可
件
数

許
可
件
数

許
可
件
数
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宅地造成工事規制区域図（平成 23 年３月 31 日現在） 

この地図は，国土地理院の承認を得て，同院発行の数値地図２０００００（海岸線・

行政界）を複製したものである。（承認番号平１５総複，第４６７号） 

宅地造成工事規制区域 

北広島町 

安芸太田町 

廿日市市 

大竹市 

広島市 

坂町 

府中町 

海田町 

熊野町 

呉市 江田島市 

東広島市 

大崎上島町 

竹原市 

三原市 

尾道市 福山市 

世羅町 

府中市 

神石高原町 

安芸高田市 

三次市 

庄原市 

山口県 

島根県 

鳥取県 

岡山県 
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６ 街路事業 
 
(1) 街路事業の概要 

本県の都市計画道路は，広島市において，昭和３年に２９路線を定め，昭和５年から街路事業に

着手したのが最初で，その後，尾道市をはじめ呉市，福山市，その他の市町においても逐次計画決

定され，平成 22年３月 31日現在では，１３市６町において路線数６７０路線，総延長約 1,515km
が都市計画決定されている。 
 整備にあたっては，都市の骨格となる幹線街路，地域住民の日常生活の利便に関連する街路，住

宅宅地開発に関連する街路の整備を促進することとしており，広島県道路整備計画２００８に基づ

き主要な幹線街路の整備を重点的に実施している。 
  また，選択と集中により整備の重点化を図り，整備効果の早期発現を推進している。 
 また，鉄道による交通の遮断及び地域の分断を解消するため，鉄道の高架化を促進することとし

ており，昭和 54年度に着手した三原駅周辺におけるＪＲ山陽本線・呉線の連続立体交差事業を平
成５年度に完了させ，平成５年度からは広島市東部地区（広島市南区・安芸区，府中町，海田町）

においてＪＲ山陽本線・呉線の連続立体交差事業に着手して重点的に推進を図っている。 
 更に，交通結節点や駅周辺の駐輪場を整備するとともにバス路線の見直しを行うことで，公共交

通機関の一層の利用促進を図ることとしている。 
 
① 都市計画道路等の整備状況 

（Ｈ22.３.31 現在）（単位：㎞，%） 

       
区   分 自動車専用道路 幹線街路 区画街路 特殊街路 合  計 

計 画 決 定 ２０９.８５ １,２４１.３６ ３０.００ ３４.２７ １,５１５．４８

改良済延長 ６１．３０ ７４７．１８ ２０．１３ ３３.９１ ８６２．５２

改  良  率 ２９．２１ ６０．１９ ６７．１０ ９８.９５ ５６．９１

 
② 重点施策 
 

(ア) 広域的な交流・連携基盤の強化 
(イ) 集客・交流機能の強化とブランド力向上 
(ウ) 防災・減災対策の充実・強化 
(エ) 持続可能なまちづくり 
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(2) 主な事業の概要 
① 街路事業 

路線名 事業区間 事業延長 計画幅員 総事業費 

長江線 尾道市栗原町～長江３丁目 ８７８ｍ １２ｍ 約 60 億円 

神辺水呑線（Ⅰ期） 福山市東手城町～曙町 １，２００ｍ ２５～６９ｍ 約 １２０ 億円 

 
② 連続立体交差事業 

事業箇所名 事業主体 事業延長 踏切除却 事業期間 総事業費 

広島市東部地区 広 島 県 
広 島 市 

山陽本線 ４．６㎞
呉 線 １．７㎞

１６ｹ所 
 ４ｹ所 

平成５年度 
～平成 34年度 

約 ９６０ 億円 
（内県分約６０６億円）

 
 (3) 平成 23年度事業の内容 

① 県事業（補助）  
                                         （単位：千円，％） 

平成２２年度当初 平成２３年度当初    区分 
 
工種 箇所 事 業 費 箇所 事 業 費 

事業費
比 較 

説   明 

改 良 １０ 2,764,000  １０ 2,597,900  ９４．０ 長江線，神辺水呑線ほか 

橋 梁 ０           0 ０           0 ―  

鉄 道 高 架 １  316,000 １  516,000 １６３．３ 広島市東部地区連続立体交差事業 

計 １１ ３,080,000  １１ ３,113,900  １０１．１  

 

 
  ② 市町関係（政令市域を除く。） 
                                            （単位：千円，%） 

平成２２年度当初 平成２３年度当初    区分 

 

工種 箇所 事 業 費 箇所 事 業 費 

事業費

比 較 
説   明 

改 良 １４ 1,431,625 １４ 1,502,119 １０４．９ 津之郷奈良津線，古城通糸崎線ほか

立 体 １     72,000 １     44,800  ６２．２ 円一皆実線 

橋 梁 １     162,000 １     169,600  １０４．７ 上原願万地線 

計 １６ 1,665,625 １６ 1,716,519 １０３．１  
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７ 市街地開発事業等 
 (1) 市街地開発事業計画の概要 

① 土地区画整理事業計画 
  土地区画整理事業は，都市基盤の整備水準が低い地区について，土地の交換分合を行って宅地 
 の区画・形状を整え，減歩によって生み出した用地により道路，公園などの公共施設を整備・改 
 善し，土地利用の増進を図るものである。 
  現在の都市計画決定状況は，次表のとおりである。 
                                    （Ｈ22.３.31現在） 

都市計画決定 都市計画決定 都市計画決定 
都 市計 

画区域名 都市名 決 定 
地 域 数 

面積 
ｈａ 

都    市
計    画
区 域 名

都市名 決 定

地 域 数

面積 
ｈａ

都    市
計    画
区 域 名

都市名 決 定 
地 域 数 

面積 
ｈａ

広 島 圏 大 竹 市 ― ― 備 後 圏 三 原 市 ３ １３１.２ 東 広 島 東 広 島 市 ５ ２０２.６
〃 廿 日 市 市 ４ ７２.９ 〃 尾 道 市 ４ １３０.９ 竹 原 竹 原 市 １ ３０.４
〃 広 島 市 １４ 1，５０７.7 〃 福 山 市 ３３ ２,２０５.４ 安 浦 呉 市 １ １７.１
〃 府 中 町 ３ ６６.０ 〃 府 中 市 ２ １２９.３ 庄 原 庄 原 市 １ ２．２

〃 海 田 町 １ ２.０    本 郷 三 原 市 １ ４８.３
〃 熊 野 町 ― ―    三 次 三 次 市 ２ １６.３
〃 坂 町 ― ―       
〃 呉 市 ５ ３４９．３       

小計 １,９９７.９ha 小計 ２,５９６.８ha 小計 ３１６．９ha

合計 ４,９１１．６ha

 

  ② 市街地再開発事業計画 
 市街地再開発事業は，市街地の高度利用を図る地区内で，公共施設の整備とともに，用途，容

積，防災，美観を考慮した市街地をつくり，都市機能の更新を図るものである。 
 この事業は，市街地建築物に，従前の権利者全般の希望を換地床と共有持分となる土地に権利

変換させ，この建築物（再開発ビル）の余裕部分（保留床）に広域都市計画から所要される業務，

商業等の機能を収容しつつ公共用地を生み出してゆくものである。 
 現在の都市計画決定状況は，次表のとおりである。 

（Ｈ22.３.31 現在） 

都市計画 
区 域 名 

都市名 区 分 名      称 
施 行
主 体

施 行
区 域
面 積

建 築
敷 地
面 積

建ぺい
率 の
制 限

容 積
率 の
限 度

建築物
の 高 さ
の制限

主 要 用 途 決定年月日
摘
要

５ 
街区 0.23 9/10 90/10 ― 

店舗，駐車場， 
駐輪場 広島市 第一種 

金座街地区第一種市
街地再開発事業 ６ 

街区 

組 合 0.9ha
0.20 9/10 90/10 ― 店舗，駐車場， 

S49.12.6 決定 
H2.11.22 変更 
H9.10.20 変更 

広島市 第一種 
広島駅南口 Aブロック第一種
市街地再開発事業 

組 合 1.2 0.71 9/10 90/10 ― 
店舗，駐車場， 
駐輪場 

H5.8.12 決定 

広島市 第一種 
広島駅南口 B ブロック第一種
市街地再開発事業 

組 合 1.4 0.83 9/10 90/10 ― 
店舗，ホテル， 
駐車場，駐輪場 

S63.9.16 決定 
Ｈ20.3.26 変更

0.16 4.4/10 37/10 ― 宿舎，ホール 
広島市 第一種 

西荒神地区第一種市街地再
開発事業 

組 合 0.8
0.36 6.7/10 51/10 ― 

事務所，住宅， 
駐車場，店舗 

H2.11.22 決定 
H9.10.20 変更 

A ブ
ロック 0.42 8/10 45/10 ― 

店舗，住宅， 
駐車場 

広島市 第一種 
五日市駅北口第一種
市街地再開発事業 B ブ

ロック 

組 合 0.7
0.12 7.5/10 43/10 ― 

店舗，住宅， 
駐車場 

H4.11.10 決定 

広島市 第一種 
緑井駅周辺地区第一種市街
地再開発事業 

組 合 3.7 2.00 7.5/10 49/10 ― 
店舗，住宅， 
事務所，駐車場 

H10.2.19 決定 

１ 

地区 
6.8/10 74/10 ― 

広島市 第一種 
大手町四丁目１番地区
第一種市街地再開発
事業 ２ 

地区 

組 合 0.7 0.43
4.8/10

100/
10

― 
公益施設 
通信施設 
店舗，駐車場 

H13.7.3 決定 

 1 

地区 
0.65 8.0/10 60/10 100m

店舗，ホテル 
事務所，駐車場 

広島市 第一種 
若草町地区第一種 
市街地再開発事業  ２ 

地区 

個 人 2.9
0.83 7.0/10 40/10 110m 店舗，住宅，駐車場 

H18.8.8 決定 

広島圏 

呉 市 第一種 
呉駅前西地区第一種市街地
再開発事業 

個 人 1.3 0.63 9/10 54/10 ― 
商業施設 
業務施設 

S62.10.22 決定 

三原市 第一種 
三原駅前第一種市街地再開
発事業 

三 原 市 2.8 1.10 8/10 60/10 ― 商業施設 
S49.2.22 決定 
S55.9.16 変更 

福山市 第一種 
元町地区第一種市街地再開
発事業 

組 合 0.7 0.33 8/10 70/10 ― 商業施設 
S55.3.14 決定 
S56.8.4 変更 

福山市 第一種 
東桜町地区第一種市街地再
開発事業 

再 開 発
会 社

1.0 0.56 8.4/10 69/10 ― 
店舗，事務所，住宅，
駐車場・駐輪場 

H15.3.5 決定 
Ｈ19.6.1 変更 

備後圏 

尾道市 第一種 
尾道駅前地区第一種市街地
再開発事業 

尾 道 市 2.6 1.02 5/10 20/10 ― 
公益施設，店舗， 
住宅，駐車場 

H8.8.12 決定 

合 計 ― ― １３箇所 ― 
20.7

― ― ― ― ― ― 
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 (2) 市街地開発事業の概要 
市街化の進展に応じた効率的な公共施設の整備及び良好な宅地の供給を図るため，土地区画整理

事業を推進するとともに，既成市街地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため，

市街地再開発事業を促進している。 
現在，土地区画整理事業については，１３箇所 401.3ha（広島市を除く。）が施行中である。 
このうち，平成 23 年度の補助事業（県所管分）としては、公共団体施行で 10 箇所 313.9ha を

施行する。 
  
 (3） 社会資本整備総合交付金（旧まちづくり交付金）の概要 
    地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした地域主導のまちづくりを実施し，都市再生を

効率的に推進することにより，住民生活の質の向上と地域経済の活性化を図るため，都市再生整

備計画による事業を促進している。 
平成 16年度に創設された「まちづくり交付金」は，市町の自主性・裁量性が最大限発揮でき，
地域の創意工夫を活かした個性あふれるまちづくりが可能となる制度である。 
市町は，地域の特性を踏まえ，まちづくりの目標（目標実現を評価する指標）と目標実現のた

めに実施する施設整備（道路・街路，河川，公園，下水道，高次都市施設等）や面整備等（土地

区画整理，市街地再開発等）のハード事業や，まちに魅力と潤いをもたらすソフト事業を 記載
した都市再生整備計画を作成し，計画終了時に市町村の目標の達成状況等に関する事後評価を行

い，結果を公表する。 
平成 23年度は１３地区において都市再生整備計画に基づく事業を進めている。 

 

 (4) 平成 23年度事業の内容 
① 土地区画整理事業 

公共団体施行                    （Ｈ23.4.1現在）（単位：千円） 
社 会 資 本 整 備 総 合
交 付 金 （ 活 力 創 出 基

盤 整 備 ）  都 市 名 施 行 地 区 
面 積 
（ha） 

採 択 
年 度 

基 本 額 ２3 年度当初予算 

竹 原 市 新 開  ３０.３ 元  １，６３４，０００ ５，０００ 

呉 市 古 新 開  ３１.０ ２  ７，４８２，０００ ８４，０００ 

海 田 町 海 田 市 駅 南 口   ２.０ ４ ８５２，０００ １５，０００ 

廿 日 市 市 廿 日 市 駅 北  １６.２ １１ ８，０６３，０００ ４８８，０００ 

府 中 町 向 洋 駅 周 辺  １２.２ １１ ９，０４８，０００ ８４５，０００ 

三  原  市 東 本 通  ４７.８ １０  ４，３６５，０００ １８０，０００ 

三  次  市 み ら さ か  １１.０ １２     ９８７，０００ ５０，０００ 

福  山  市 川 南 150.4 15 １，７８２，０００ ６０，０００ 

東 広 島 市 寺 家 地 区 １０.８ ２１ ７９５，０００ １１０，０００ 

庄  原  市 庄原駅周辺地区 2.2 21 ７８２，０００ １６，０００ 

合 計 313.9  ３５，７９０，０００ １，８５３，０００ 

※ 広島市を除く。 
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② 社会資本整備総合交付金 （旧まちづくり交付金） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業主体 地 区 名 地区面積 

 

交付対象 

事業費 

（百万円） 

Ｈ23 年度 

当初予算 

（国費） 

（百万円） 

期 間 内    容 

呉 市 
広 西 地 区 

（ ２ 期 分 ） 
約 ２２８ｈａ ６，０６１．０ ３８４．７ H21～H25 街路，土地区画整理事業等 

本 町 地 区 約 ２５ｈａ ４３１．０ ０．０ H19～H23 道の駅，歩行者案内サイン等 

竹 原 市 

新 開 地 区 約 ３４ｈａ ４２３．０ ３９．５ H21～H25 道路，公園等 

三 原 市 松 浜 地 区 約 ２０ｈａ ６２３．０ ４２．３ H20～H2４ 公園，排水ポンプ場等 

三 次 市 
三 次 市 中 心 

市 街 地 地 区 

（ ２ 期 分 ） 

約 ８６７ｈａ ５，３６４．０ ４９５．５ H23～H27 道路，公園，市民ホール等 

 みらさか地区 約 １１ｈａ ２５０．５ ０．９５ H19～H23 道路，駅前交通広場等 

庄 原 市 庄 原 地 区 約 １５１ｈａ ７２９．０ ５２．３ H19～H23 道路，まちなか広場等 

 東 城 地 区 約 １０４ｈａ ８６２．０ ２３．９ H23～H27 道路，公園等 

東 広 島 市 寺 家 地 区 約 ７３ha ２，３８８．０ ２８０．０ H21～H25 道路，防災調整池，河川等 

廿 日 市 市 廿 日 市 地 区 約 １２２ｈａ １，５２８．２ ７６．３ H20～H2４ 道路，公園等 

坂 町 
坂 地 区 

（ ２ 期 分 ） 
約 １９３ｈａ １，９５６．０ １．９ H23～H27 道路，地域交流センター等 

安芸太田町 
旧 可 部 線 

沿線上流地区 
約 １４８ｈａ ３４４．３ １３．２ H20～H23 道路，広場等 

北 広 島 町 有田河本地区 約 １４７ｈａ ５２８．０ １３８．７ H23～H25 道路，公園等 
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８ 公園事業 
 (1) 公園緑地等計画の概要 

 公園緑地等は，都市住民の憩いやレクリェーションの場であるとともに，災害時の避難場所，騒

音公害等の緩衝地帯としての機能を持ち，都市環境を形成するうえで重要な役割を果たしている。  
  都市公園は，利用対象や誘致圏，機能に応じて住区基幹公園（街区公園，近隣公園，地区公園），
都市基幹公園（総合公園，運動公園），広域公園等に分類されており，現在の都市計画決定状況は，

次表のとおりである。                            （Ｈ22．３．31現在） 

公                       園 

街区（児童）公園 近隣公園 地区公園 総合公園 運動公園 風致公園 特殊公園 広域公園 

緑 地 広 場 墓 園

都

市

計

画 

区

域

名 

都 

 

市 

 

名 箇所数 面積（ｈａ） 箇所数 面積（ｈａ） 箇所数 面積（ｈａ） 箇所数 面積（ｈａ） 箇所数 面積（ｈａ） 箇所数 面積（ｈａ） 箇所数 面積（ｈａ） 箇所数 面積（ｈａ） 箇所数 面積（ｈａ） 箇所数 面積（ｈａ） 箇所数 面積（ｈａ）

広 島 圏 大 竹 市 １３ １．８３ １ ２．３ １ ７．４ １ １３．７ － － － － － － － － １ １．４ － － － －

〃 廿日市市 ３４ ５．１６ ７ ２０．９ １ ６．２ － － － － １ ２１．１ － － － － １ １．０ － － － －

〃 広 島 市 ３６１ ７１．７９ ２７ ５５．２ ８ ３９．４ ７ ２３４．６ ３ １１１．３ － － ３ ４７．５ １ ５９．９ １４ ４２４．９ １ ０．５ ２ １９．０

〃 府 中 町 １１ ２．３３ － － １ ５．６ １ １６．３ － － － － － － － － － － － － － －

〃 海 田 町 ７ １．５８ １ １．４ － － １ ２４．１ － － － － － － － － － － － － － －

〃 熊 野 町 ６ ０．７４ － － １ ４．０ － － － － － － － － － － １ １．５ － － － －

〃 坂 町 １ ０．１６ － － １ ５．８ － － － － － － － － － － １ ０．５２ － － － －

〃 呉 市 ６３ １０．８４ ４ ６．３ ４ ２３．０ ３ ４３．８ ２ ２３．３ ４ ８９．０ １ ６．６ － － － － － － １ ５．４

備 後 圏 三 原 市 ５５ １０．９１ １ ４．０ － － － － １ １７．５ － － － － － － － － － － － －

〃 尾 道 市 ４１ ６．３２ ２ ３．６ － － － － ２ ２１．７ － － － － １ ８７．６０ ８ ２．９４ － － １ ５．２

〃 福 山 市 １３３ ２６．３１ １１ ２１．０ ３ １９．２ ５ ７９．３ ２ ２８．４ － － ６ ８３．２ － － ７ ５７９．４３ － － ２ １３．１

〃 府 中 市 ２５ ４．７６ ５ ８．８ － － １ １４．０ － － － － １ ９．０ － － １ ０．５０ － － － －

東 広 島 東広島市 １９ ４．５７ ５ １２．１ － － ２ ６４．３ １ ２４．９ － － － － － － － － － － １ ６．８

黒 瀬 東広島市 － － － － － － １ １７．１ － － － － － － － － － － － － － －

竹 原 竹 原 市 ８ １．６９ ２ ２．３ － － ２ ５０．４ － － － － － － － － － － － － － －

三 次 三 次 市 ２ １．０９ １ ５．４ － － １ ９．９ １ ２６．４ － － － － １ ５２．８ － － － － － －

庄 原 庄 原 市 ２ ０．４０ － － － － １ ４０．９ － － － － － － １ ３４０．２ － － － － － －

因 島 尾 道 市 １１ ２．３６ － － － － － － １ ２０．７ － － － － － － － － － － １ ０．８０

宮 島 廿日市市 － － － － － － － － － － １ ４１９．１ － － － － － － － － － －

東 城 庄 原 市 － － － － － － － － １ １１．２ － － － － － － － － － － － －

安 芸 津 東広島市 １ ０．１５ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

安 浦 呉 市 － － １ ２．９ － － － － － － － － － － － － － － － － － －

瀬 戸 田 尾 道 市 ３ ０．７５ － － － － １ ７．４ － － － － － － － － － － － － － －

大 柿 江田島市 － － － － － － － － １ ２１．１ － － － － － － － － － － － －

上 下 府 中 市 １ ０．１５ － － － － － － １ １６．７ － － １ １３．０ － － － － － － － －

江 田 島 江田島市 ６ １．０１ ３ ３．３ １ ６．０ － － － － １ ７．３ － － － － － － － － １ ０．９９

千 代 田 北広島町 － － － － － － － － １ １５．７ － － － － － － － － － － － －

川 尻 呉 市 ３ ０．５９ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

本 郷 三 原 市 ９ １．０８ １ １．４ － － １ ８．１ － － － － １ ６．３ － － － － － － － －

世羅甲山 世 羅 町 １ １．２０ － － － － － － － － － － － － １ ６３．３ － － － － － －

計 ８１７ １５７．７８ ７２ １５０．９ ２１ １１６．６ ２８ ６２３．９ １７ ３３８．９ ７ ５３６．５ １３ １６５．６ ５ ６０３．８ ３４ １，０１２．２ １ ０．５ ９ ５１．３
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 (2) 公園事業の概要 
 本県における都市公園等の開設状況は，平成 21年度末において一人当たりの面積は１０.６㎡と
なっており，全国平均の９.７㎡は上回っているものの，国が２１世紀初頭の長期目標としている
２０㎡には及ばない状況であるとともに，都市ごとに整備水準の格差が生じている。 
 公園は，県民に対し安らぎや憩いの場，レクリェーション活動の場を提供するとともに，都市環

境の保全，大地震火災時における避難地や延焼防止機能など，多くの役割を有する重要な施設であ

るため，こうした機能を総合的に発揮できるよう，住区基幹公園，都市基幹公園，特殊公園及び都

市緑地等をその種別に応じた適正な配置と規模で設置する。 
 また，県民のレクリェーション活動の広域化，多様化傾向に対応するため，広域公園を配置し，

健全な野外レクリェーション活動を促進する。 
① 県立公園の概要 
ア 備北圏における総合文化ゾーン建設の方針を受け，文化活動を推進する主要施設として「み

よし公園」を整備しており，カルチャーセンター，子どもの広場，パークゴルフ場，テニスコ

ート，文化の広場，芝生広場，温水プール等を設置して備北圏及び周辺地域の利用に供してい

る。 
イ 備後圏における都市公園の水準を引き上げ，広域化・多様化するレクリェーション需要に対

処するとともに，スポーツの振興を図るため，「びんご運動公園」を整備しており，陸上競技場，

球技場，テニスコート，野球場等を設置して，備後圏及び周辺地域の利用に供している。 
ウ 世羅高原の持つ魅力ある風土の下で，「県民のやすらぎ交流拠点」を基本テーマに，地域交流

や自然とのふれあいを通じ，心身のリフレッシュできる公園として「せら県民公園」を整備し

ており，交流広場，のんびり高原，レクリェーション広場，ミニチュアガーデン等の第Ⅰ期整

備区域を県民の利用に供している。また，平成 20年４月 12日に自然の生態を学習することが
できる自然観察園を開園した。 

② 国営公園事業の概要 
中国地方の広域的レクリェーション需要に対応するため，国は昭和 57年度から「国営備北丘陵
公園」の整備を行っている。この公園は，中国地方のほぼ中央にあたる庄原市の国兼池周辺に位

置し，地域の歴史や伝統文化とのふれあいや多様なレクリェーション活動を通じて人間性の回復

と向上の場となる公園として整備する。 
平成７年４月の第一期開園後，平成 11 年６月にオートキャンプ場，平成 15 年４月には，つど
いの里を開園している。また，平成 22年４月１日にみのりの里が開園した。今後，残るエリアの
整備を行うとともに，地元市町と連携を取りながら利用の促進を図る。 
                                 （金額単位：百万円） 

公 園 名 事業主体 所在地 面  積(ha) 総事業費 事業年度 

び ん ご 運 動 公 園 県 尾道市 ８７.６ 約２１,９１２ 
S５８年度 

～H１４年度 

み よ し 公 園 県 三次市 ５２.８  約１０,６８３ 
S５５年度 

～H１２年度 

せ  ら 県 民 公 園 県 世羅町 ６３.３    約 ３,５９３ 
＊
 H１４年度～ 

国営備北丘陵公園 国 庄原市 ３４０.２  約６４,０００ S５７年度～ 

                               （＊県民公園総事業費，進捗率は，第Ⅰ期区域＋自然観察園） 
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(3) 重点施策 
① 生活におけるリスクへの対処 
・避難地・防災拠点等となる都市公園等の整備 
・温暖化対策，ヒートアイランド現象の緩和，自然再生等のための公園緑地の整備，緑地の保  

全，緑化の推進 
② 総合的な少子化対策の推進 
・歩いていける身近な場所における都市公園の整備 

③ 豊かな生活に向けた環境整備 
・地域の個性を活かした観光振興，地域間の交流・連携のための拠点となる都市公園等の整備 

 ④ 誰もが安全で安心して利用できる公園施設整備 
 ・長寿命化計画策定，及び計画的な改築・更新，既存施設のバリアフリー化等 
  
 
 (4) 年度別公園補助事業費内訳表 

（単位：千円）

平成２２年度 平成２３年度 前年度比 平成２３年度

国費 国費 主な事業内容

呉市 30,000 28,500 0.95 安登公園整備，公園施設の改築更新

三原市 15,000 23,750 1.58 東本通地区，長寿命化計画策定

尾道市 26,000 950 0.04 長寿命化計画策定

福山市 32,000 18,050 0.56 公園施設の改築更新，バリアフリー化

三次市 15,000 21,850 1.46 みよし運動公園整備

大竹市 15,000 14,250 0.95 公園施設の改築更新

東広島市 32,000 133,000 4.16 龍王山総合公園，長寿命化計画策定

廿日市市 124,000 4,750 0.04 長寿命化計画策定

北広島町 0 1,900 ― 長寿命化計画策定

小計 289,000 247,000 0.85

広島県 5,000 45,500 9.10 公園施設の改築更新

合計 294,000 292,500 0.99

※金額は当初内示額，広島市は除く  
 
 (5) 都市公園のアセットマネジメント 

 都市局所管の都市公園では，平成 22 年度にびんご運動公園の長寿命化計画を策定している。今後は

残る２つの都市公園の長寿命化計画策定に着手すると共に，適切な施設点検・保守対策及び長寿命化対

策を踏まえた施設の修繕・改築・更新計画を検討し，ライフサイクルコストの縮減と予算の平準化を図

る。 
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平成２１年度末都市公園等整備現況調査結果（都市計画区域別）
都市公園等とは，「都市公園法」に基づき国又は地方公共団体が設置する都市公園，及び都市計画区域外において都市公園に準じて配置されている特定地区公園（カントリーパーク）を指す

平成22.3.31現在

住区基幹公園 都市基幹公園 大規模公園 特殊公園 国営公園 その他 都市公園等合計

街区公園 近隣公園 地区公園 総合公園 運動公園 広域公園

箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha)

合計 2530 383.99 104 206.90 26 136.14 28 418.95 20 272.75 5 288.95 29 656.80 1 222.10 145 128.66 2892 2747.92 2599 10.57

広島圏都市計画区域 1470 223.96 62 130.58 20 101.02 14 248.54 7 106.75 2 125.45 18 174.21 0 0.00 78 56.56 1671 1167.07 1569 7.44

広島市　 919 153.00 44 95.87 11 49.53 8 174.01 5 91.95 2 125.45 11 95.35 58 45.78 1058 830.94 1125 7.39

呉市 256 28.69 9 11.27 4 22.63 3 31.70 2 14.80 6 78.56 1 0.10 281 187.75 194 9.68

大竹市 51 5.71 1 2.29 1 7.31 1 12.76 1 1.46 55 29.53 28 10.55

廿日市市 184 26.80 7 19.85 1 6.17 1 0.30 16 7.23 209 60.35 103 5.86

府中町 10 2.16 1 5.62 1 16.27 12 24.05 52 4.63

海田町 20 3.20 1 13.80 21 17.00 28 6.07

熊野町 6 0.75 1 3.95 1 1.47 26 6.17 26 2.37

坂町 24 3.65 1 1.30 1 5.81 1 0.52 27 11.28 13 8.68

備後圏都市計画区域 715 117.51 25 45.83 3 18.35 6 43.52 5 54.00 1 87.60 8 46.81 0 0.00 62 71.45 825 485.07 629 7.71

三原市 78 15.41 1 3.96 1 17.50 2 0.26 82 37.13 59 6.29

尾道市 55 9.68 3 4.75 2 12.40 1 87.60 7 2.87 68 117.30 97 12.09

福山市 547 85.58 17 30.55 3 18.35 5 39.72 2 24.10 7 41.15 51 67.59 632 307.04 438 7.01

府中市 35 6.84 4 6.57 1 3.80 1 5.66 2 0.73 43 23.60 35 6.74

その他都市計画区域等 330 41.10 17 30.56 3 16.64 8 126.86 8 109.61 2 75.90 3 435.79 1 222.10 6 0.78 378 1059.34 398 26.62

湯来（広島市） 12 2.27 12 2.27 6 3.78

音戸（呉市） 6 0.49 1 5.42 7 5.91 13 4.55

安浦（呉市） 21 1.52 1 1.80 22 3.32 12 2.77

竹原 9 1.86 2 2.30 2 45.40 13 49.56 30 16.52

本郷（三原市） 6 0.73 1 2.35 7 3.08 11 2.80

因島（尾道市） 8 1.62 1 6.93 9 8.55 26 3.29

御調（尾道市） 1 0.25 1 0.25 7 0.36

瀬戸田（尾道市） 1 3.19 1 3.19 9 3.54

上下（府中市） 1 0.15 1 9.80 1 13.00 3 22.95 2 114.75

三次圏 7 3.44 2 3.09 1 6.62 1 6.16 1 18.40 1 50.90 13 88.61 35 25.32

庄原 2 0.40 1 1.18 1 24.41 1 222.10 5 248.09 13 190.84

東城（庄原市） 1 11.22 1 11.22 5 22.44

西城（庄原市） 2

東広島市 192 17.43 8 17.54 2 37.00 1 18.61 6 0.78 209 91.36 134 6.82

黒瀬（東広島市） 33 3.58 1 10.70 34 14.28 25 5.71

河内（東広島市） 12 5.26 12 5.26 6 8.77

安芸津（東広島市） 7 0.54 7 0.54 12 0.45

宮島（廿日市市） 3 0.23 1 421.80 4 422.03 2 2110.15

佐伯（廿日市市） 4 0.32 1 24.50 5 24.82 10 24.82

江田島 6 1.01 2 2.30 1 4.60 1 0.99 10 8.90 10 8.90

大柿（江田島市） 1 8.50 1 8.50 8 10.63

吉田 6

千代田 1 11.65 1 11.65 7 16.64

世羅甲山 1 25.00 1 25.00 7 35.71

カントリーパーク(都市計画区域外） 4 32.68 4 32.68 17 19.22

※カントリーパークは，呉市，三原市，江田島市，北広島町，各1箇所の合計
※表示数値以下を四捨五入しているため，合計が一致しない場合がある

都市計画
区域人口
等(千人)

一人当たり
公園等面積
(㎡/人)
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